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建設業の労働災害の推移（秋田県内）
（平成2 8年～令和7年）
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※休業４日以上の労働災害による死傷者

⚫ 休業４日以上の労働災害は増減を繰り返しているが、令和７年は前年比で
20件の大幅な増加。

⚫ 死亡災害は過去１０年間で４９件発生しており、年平均で約５件発生。

建設業の災害特徴①

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く
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建設業の労働災害発生状況（令和７年※確定値）
 

※休業４日以上の労働災害による死傷者

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く

年別 令和６年 令和７年４

前年増減災害別

業種別
死亡

休業4日
以上

死亡
休業4日
以上

全産業 9 1064 13 1108 +44 +4.1%

建設業 6 180 5 197 +17 +9.4%

土木工事業 2 54 4 74 +20 +37.0%

建築工事業 4 93 1 91 -2 -2.1%

鉄骨鉄筋 1 18 0 15 -3 -16.7%

木造建築 1 46 1 45 -1 -2.2%

その他の建設 0 33 0 32 -1 -3.0%

※労働者死傷病報告（休業４日以上）を集計したもの。
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建設業の事故の型別労働災害発生状況（令和７年確定値）

墜落・転落（2m以上）,36, 18%

墜落・転落（2m未満）, 38, 20%

転倒,29, 15%
はさまれ等,20, 10%

切れ・こすれ, 20, 10%

飛来・落下, 14, 7%

激突され, 10, 5%

その他, 30, 15%

事故の型別

合計
197人

⚫ 事故の型別では墜落・転落災害が最も多く（38％）、高さが２ｍ未満の場所
からの墜落災害が２ｍ以上の場所より多く発生。

⚫ 墜落・転落災害に次いで、転倒災害が多く発生。

建設業の災害の特徴②

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く
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建設業の起因物別労働災害発生状況（令和７年確定値）

仮設物・建築物等, 42, 21%

床面、通路, 33, 17%

用具, 25, 13%材料, 22, 11%

動力運搬機, 18, 9%

建設機械等, 14, 7%

木材加工用機械, 11, 6%

その他, 32, 16%

起因物別

合計
197人

⚫ 足場や屋根、梁等が含まれる仮設物・建築物等が最も多くなっている。
⚫ 次いで、床面、通路が多くなっている（転倒災害が多いため。）。
⚫ 上記に次いで、はしごや脚立が含まれる用具が多くなっている。

建設業の災害の特徴③

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く

6



建設業の労働災害発生状況（令和８年５月末）
 

※休業４日以上の労働災害による死傷者

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く

年別 令和７年５月末 令和８年５月末

前年増減災害別

業種別
死亡

休業4日
以上

死亡
休業4日
以上

全産業 5 418 3 462 +44 +10.5%

建設業 3 76 2 71 -5 -6.6%

土木工事業 3 32 2 26 -6 -18.8%

建築工事業 0 29 0 33 +4 +13.8%

鉄骨鉄筋 0 6 0 7 +1 +16.7%

木造建築 0 12 0 15 +3 +25.0%

その他の建設 0 15 0 12 -3 -20.0%

※労働者死傷病報告（休業４日以上）を集計したもの。
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事故の型別災害発生状況の比較（令和８年５月末）

⚫ 令和７年と比較して、令和８年は墜落・転落災害が減少し、飛来・落下、激突され災
害が大幅に増加。

建設業の災害の特徴④

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く
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起因物別災害発生状況の比較（令和８年５月末）

⚫ 令和７年と比較して、用具（はしご等）や建設機械等、材料などにおいて微増してい
る。

建設業の災害の特徴⑤

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く
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建設業における死亡災害事例（令和８年５月末）

（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）

番
号

署別 発生月 業種 年齢 事故の型 起因物 発生状況

１ 本荘 1月 河川土木
工事業

70歳代 転倒 掘削用機械 河川工事現場において、河川内でドラ
グショベルを使用し仮締切作業を行っ
ていたところ、ドラグショベルが転倒、
水没しオペレーターが溺死した。

2 本荘 4月 道路建設
工事業

40歳代 激突され 乗用車、バ
ス、バイク

道路の維持管理業務(清掃作業)におい
て、被災者は上り坂の途中に車を止め、
車を背にして施工状況の写真撮影を
行っていたところ、止めていた車が突
然動き出し(後退し)、被災者に衝突し
た。
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2021年4月1日

労働安全衛生法及び作業環境測定
法等の改正について

２



労働安全衛生法等の改正項目

１．個人事業者等の安全衛生対策の推進
【労働安全衛生法】

２．職場のメンタルヘルス対策の推進
【労働安全衛生法】

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進
【労働安全衛生法、作業環境測定法】

４．機械等による労働災害防止の促進等
【労働安全衛生法】

５．高齢者の労働災害防止の推進
【労働安全衛生法】

６．治療と就業の両立支援
【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律】

※グリーンクロッス君
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労働安全衛生法（安衛法）の規定とこれまでの考え方

○ 安衛法は、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的としており、
これまでこの法律により保護すべき対象は、事業者に雇用されている「労働者」と
位置付け、運用してきた。

＜参考＞労働安全衛生法
(目的)

第１条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確
化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場
における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

○ 最高裁判決（Ｒ３.５）を踏まえ、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図る
ため、個人事業者等の業務上災害の実態等を踏まえた安全衛生対策のあり方について検討

労働安全衛生法の概要

事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。この
ため、事業者は、①安全衛生管理体制を確立し、②労働災害を防止するための具
体的措置を実施する義務を負う。

１．個人事業者等の安全衛生対策の推進
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１．個人事業者等の安全衛生対策の推進

○ 最高裁判決（Ｒ３.５）を踏まえ、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図る
ため、個人事業者等の業務上災害の実態等を踏まえた安全衛生対策のあり方について検討

最高裁（Ｒ３ .５）の判断

○ 建設作業で石綿（アスベスト）にばく露し、肺がん等にり患した元労働者や一人
親方が、国を相手取り、規制が十分であったかが争われた「建設アスベスト訴訟」
の最高裁判決において、石綿の規制根拠である安衛法第22条（事業者による健康障
害防止措置に関する規定）は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者
も保護する趣旨との判断がされた。

＜最高裁判決の論拠＞
・ 第１条の目的規定には、「快適な職場環境の形成を促進」とされており、その対象は労働者に限定してい

ないこと。
・ 石綿等の有害物に対する措置を事業者に義務付けている第22条では、その保護対象を労働者に限定してい

ないこと。

＜参考＞労働安全衛生法
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液または残さい物による健康障害
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１．個人事業者等の安全衛生対策の推進

（１）労働安全衛生法第22条（有害業務）に対する個人事業者等の保護措置

が義務化 関係省令の改正 R5.4.1 施行

 （２）労働安全衛生法第20条（機械設備等）・21条（危険な業務）に対する

個人事業者等の保護措置が義務化 関係省令の改正 R7.4.1施行

○運転席以外へ
の搭乗禁止

○悪天候時
作業禁止

○保護具着用
の周知

○有害作業場所
への立入禁止
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１．個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者を立入禁止や喫煙・飲食

禁止にする場所について、その

場所にいる労働者以外の人も立

入禁止や喫煙・飲食禁止とする

こと。（労働安全衛生規則第 

585 条第１項等）

○立入禁止、喫煙等禁止

作業に関する事故等が発生し労

働者を退避させる必要があると

きは、同じ作業場所にいる労働

者以外の人も退避させること。

（有機溶剤中毒予防規則第27 

条第１項等）

○退避 ○有害性等の掲示

化学物質の有害性等の掲示は、

その場所にいる労働者以外の人

も見やすい箇所に掲示すること

。（有機溶剤中毒予防規則第 

24 条第１項等）
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１．個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及

び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措

置を定めました。

 （１）注文者等の配慮 R7.5.14施行

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期

などに対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の

注文者にも広く適用されることを明確化しました。

 （２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 R8.4.1施行

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている

労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象

が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。また、政令で定め

られた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置

について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

施工方法や後期に追加
して作業方法や納期等

も追加
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（参考）注文者等が講じるべき措置（作業間の連絡調整）のイメージ

≪現行≫

≪見直し後≫

個人事業者等による混在作業の位置付けを明確化

関係請負人

(個人事業者)

注文者

労

関係請負人

労

関係請負人

労

個人事業者
による混在作業の
位置付けが不明確

混在作業

関係請負人

(個人事業者等)

注文者

労

関係請負人

労

関係請負人

労

混在作業 混在作業
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１．個人事業者等の安全衛生対策の推進

（３）業務上災害報告制度の創設 R9.1.1施行

 個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労

働省に報告させることができることとしました。 報告主体や報告事項などの報告の仕

組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととし ています。

 （４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行 

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規

格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主

検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けること

としました。

（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行

 作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理す

るものをいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業

従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の

連絡調整等の必要な 措置を講ずることが義務付けられました。
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１．個人事業者等の安全衛生対策の推進

○個人事業者等の業務上の災害の把握等

１ 報告対象・報告時期

休業４日以上の死傷災害 （脳心・精神事案は別途措置。）について､労働基準監督署に遅滞なく報告

２ 報告主体
・個人事業者等が死亡した場合等は、「特定注文者」等（※）が労働基準監督署に報告

※「特定注文者」とは、「個人事業者等が行う仕事の注文者であって、災害発生場所（事業場等）におい
て業務を行っている者のうち、 個人事業者等から見て直近上位のもの」をいう。「特定注文者」が存在
しない場合には、災害発生場所（事業場等）を管理する事業者（「災害発生場所管理事業者」という。）
が労働基準監督署に報告。

・個人事業者等が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合は、「個人事業者等」が「特定注文
者」等に報告し、報告を受けた「特定注文者」等が監督署に報告

・個人事業者等が中小企業経営者や役員である場合は、上記にかかわらず所属企業が監督署に報告
※個人事業者等本人や個人事業者等が加入している業種・職種別団体から監督署への情報提供も可能

３ 報告事項
・発生場所、災害発生日時、被災者に関する情報（氏名、年齢、性別、業種等）、報告者に関する情報、
被災程度、災害の概要・原因など

４ その他

・個人事業者等が「特定注文者」等に報告したことを理由とする特定注文者等による不利益取扱いの禁止
・脳・心臓疾患及び精神障害に関しては、災害報告とは別に、個人事業者等自身が労働基準監督署に報告
できる（報告事項には、上記３に加え、「発症と関連のある情報」も含む。） 20



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

21



２．職場のメンタルヘルス対策の推進（令和７年版過労死白書抜粋）

● 精神障害事案の労災保険給付の請求件数は年々増加し続けており、特に令和5年度に大きく増加している。

● 内訳を見ると、「自殺以外」は年々増加し、平成22年度の約3.5倍となっている一方、「自殺（未遂を含
む）」はおおむね横ばいないし微増である。

＜請求件数の指数推移（平成22年度の件数を100とした場合）＞

（年度）

（年度）

＜支給決定（認定）件数の指数推移（平成22年度の件数を100とした場合）＞

（年度）

（年度）

１ 労災請求件数の推移 ２ 労災支給決定（認定）件数の推移

＜件数の推移＞ ＜件数の推移＞

171 202 169 177 213 199 198 221 200 202 155 171 183 212 202 

1,010 1,070 1,088 1,232 1,243 1,316 1,388 1,511 1,620 1,858 1,896 
2,175 

2,500 

3,363 3,578 

1,181 1,272 1,257 
1,409 1,456 1,515 1,586 

1,732 1,820 
2,060 2,051 

2,346 
2,683 

3,575 
3,780 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

自殺 自殺以外 労災請求件数

65 66 93 63 99 93 84 98 76 88 81 79 67 79 88

243 259
382 373

398 379 414 408 389 421
527 550 643

804
967

308 325

475 436
497 472 498 506

465
509

608 629
710

883

1,055 

0
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２．職場のメンタルヘルス対策の推進

高ストレス者

医師の面接指導

集団分析

職場環境改善

メンタルヘルス不調の未然防止

公布後３年以内に政令で定める日から施行

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数

5 0人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の

実施が義務付けられました。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、5 0人未満の

事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作

成や、医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センタ

ー（地さんぽ）の体制拡充などの支援を進めていきます。

義
務 努

力
義
務

ストレスチェック

【ストレスチェック制度の流れ】
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事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組

です。労働者にストレスの状況についての検査

（ストレスチェック）を実施し、本人のストレスへ

の気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果

の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレ

ス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス

不調の未然防止を図る仕組みです。

２．職場のメンタルヘルス対策の推進

ストレスチェックて何ですか？
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２．職場のメンタルヘルス対策の推進

【概念図】

安全衛生推進者や
衛生推進者
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厚労省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、50人未満の

事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある

実施体制・実施方法を示したマニュアルです。（令和８年２月公表）

まずは、厚労省ホームページをチェックしましょう。

※マニュアルの概要版（スタートガイド）もあります

２．職場のメンタルヘルス対策の推進

小規模事業場向けマニュアルに沿って、ストレスチェック制度を始めましょう

専門スタッフの支援 サポートダイヤル 「こころの耳」

厚労省が設置する都道府県の
産業保健総合支援センターでは、
メンタルヘルス対策の専門スタッフ
（社労士、心理職、保健師等）によ
る、研修、相談、事業場への訪問
による制度導入支援等の支援メ
ニューが無料で受けられます。

ストレスチェック制度サポートダイ
ヤルでは、ストレスチェック制度の
導入・実施についてのご相談に専
門スタッフがお答えします。

厚労省が運営するメンタルヘルス
ポータルサイト「こころの耳」では、
ストレスチェック制度の実施に役
立つ情報（メンタルヘルス対策の
学習動画や、中小企業における
取組事例など）を広く掲載してい
ます。
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２．職場のメンタルヘルス対策の推進

• メンタルヘルス対策に困ったら…（心理職・保
健師・社会保険労務士など専門家による個別
審支援）

• メンタルヘルス対策に関する新入社員研修
• メンタルヘルス対策に関する管理監督者研修
• メンタルヘルス対策に関する社員研修
• 心の健康づくり計画の作成支援
• 個別具体的な相談への対応

【秋田産業保健総合支援センター】を活用しま
しょう ℡：018-884-7771
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した

作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務

となりました。

また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針

※が定められ、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要

があります。

※令和8年2月10日 高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号

R8.4.1施行
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進
（エイジフレンドリー指針について）

• これまでの「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンド
リーガイドライン）」に代わり、新たな指針として「高年齢者の労働災害防止のための指
針」が示されました。この指針は改正法により労働安全衛生法第62条の２第２項に基づき
事業者の努力義務とされた高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他
必要な措置について、その適切かつ有効な実施を図るため必要な事項を示したものとなり
ます。令和８年４月１日から適用されています。

具体的な取り組み

（1）安全衛生管理体制の確立等

経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当や組織作りを行い、

身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施。

（2）職場環境の改善

照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等ハード面の対策ととも

に、ゆとりのある作業スピード等、働く人の特性を考慮した作業管理

の実施。
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進
（エイジフレンドリー指針について）

（3）高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

健康診断や体力測定により、事業者、高年齢労働者双方が

当該高年齢労働者の健康や体力の状況を客観的に把握。

（4）高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

健康診断や体力測定により把握した個々の健康状態等に応じて、

作業場所に適正配置し、併せて身体機能の維持向上に取り組む。

（5）安全衛生教育

十分な時間をかけ、写真や図、映像等文字以外の情報も

活用した教育を実施し、再雇用等で経験のない業務への従事

者には、丁寧な教育訓練を実施。
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進
（令和８年度エイジフレンドリー補助金について）
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進
（令和８年度エイジフレンドリー補助金について）
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進
（令和８年度エイジフレンドリー補助金について）
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進
（令和８年度エイジフレンドリー補助金について）
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５．高年齢労働者の労働災害防止の推進
（令和８年度エイジフレンドリー補助金について）
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＜参考＞ 改正安衛法等セミナーの開催について

・秋田労働局と秋田産業保健総合支援センターの共催
・Zoomによるオンラインセミナー
・参加は無料
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2021年4月1日

改正石綿障害予防規則について

３

（工作物石綿事前調査者について）



事前調査結果等報告について

建設物、工作物又は船舶の解体又は改修工事

・工事対象となるすべての部材について、石綿含有の有無を設計図書及び目視により事前調査を行う
必要がある。

●以下に該当する場合は、石綿の飛散リスクはないと判断できるので調査不要

・木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、

切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業

・工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業

・現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業

・石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業

●事前調査の結果報告が必要な工事

・建築物の床面積の合計が 80ｍ2 以上の解体工事

・請負金額税込100万円以上の建築物の改修工事 

・請負金額税込100万円以上の特定工作物の解体又は改修工事

・総トン数が20トン以上の船舶（鋼製のものに限る。）の解体又は改修工事

・上記に該当する場合は、石綿の有無にかかわらず、事前調査の結果を建設現場を管轄する労働基準

監督署へ報告が必要。

・事前調査結果の報告が必要となる基準であって、事前調査そのものが必要となる基準ではない。

・同一工事を複数の事業者が請け負っている場合は、元請事業者がまとめて報告する。
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事前調査結果等報告について

事前調査報告システム

報告システムの使い方は石綿総合情報ポータルサイト
（動画マニュアル）で確認できます。

ポータルサイトアクセス後
「報告システム」をクリック

ページ下部に動画マニュアル、
その他、様式やＰＤＦ版の申請者用
マニュアルも掲載されている。
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工作物の解体等工事前の事前調査を行う者の要件の新設

事前調査を行う者の要件の新設

■建築物、船舶に対する石綿事前調査に加え、工作物に関する石綿
事前調査についても、石綿を含有するおそれの高い工作物等の解
体・改修工事の石綿事前調査を行う者は、一定の講習を修了した者
又はそれと同等以上知識・経験を有するものでなければならい。

■工作物の事前調査者の資格要件を設ける対象は、
①特定工作物の解体等の作業
②特定工作物以外の工作物で石綿等が使用されているおそれのある
材料の除去等の作業

（例：塗料の剥離、モルタル、コンクリート補修材（シーリング材、
パテ、接着剤）の除去等の作業

■令和８年１月１日着工工事から対象となる。
40



工作物とは？

建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は
設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管
等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設
備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、
貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等が該当。
なお、建築物内に設置されたエレベーターは、かご等は工作物であるが、昇降路の
壁面は建築物。

（例）
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調査者資格の種類及び調査対象（今回の改正部分）
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対象工作物及び事前調査の資格

43



各特定工作物の範囲

対象工作物 範囲

②加熱炉 工業炉のことであり、日本標準商品分類の工業炉（435）に属するもの。ただし、
耐火物で覆われた加熱室を有しないもの、及び加熱される空間が耐火物または絶
縁物で覆われた構造物を有しないものは除く。

③ボイラー・圧力容器 安衛法施行令第1条第３号で規定するボイラー、同条第4号で規定する小型ボイ
ラー、同条第５号で規定する第一種圧力容器、同条第６号で規定する小型圧力容
器、同条第7号で規定する第二種圧力容器並びに同施行令第13条第3項第25号で規
定する簡易ボイラー及び同条第26号・第27号で規定する容器に該当するもの。

④配管設備 農業用パイプラインや下水道管は含まれ、上水道管は除かれる。

⑤焼却設備 廃棄物焼却設備の場合、施設全体が適用範囲となるが、付随する煙突は「⑪煙
突」と整理される。

⑩送電設備 送電設備のケーブルは、延焼防止用の塗料やシール材に石綿等が使用されていた
という報告があるため、対象に含まれる。

⑫トンネルの天井板 トンネルには鉄道施設（鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第８条第１項に規定
する鉄道施設をいい、軌道法（大正10年法律第76号）による軌道施設を含む。）
は含まない。

⑰観光用エレベーター
の昇降路の囲い（建築
物に該当するものを除
く。）

「観光用エレベーター」とは、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338号）第 

138 条第２項第１号「乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
（一般交通の用に供するものを除く。）」のうち、乗用エレベーターで観光のた
めのもの（一般交通の用に供するものを除く。）をいう。
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工作物石綿事前調査者講習について

＜参考＞
「石綿総合情報ポータルサイト」「講習
会情報」で受講資格などを確認できます。

・工作物石綿事前調査者講習実施機関
→秋田県労働基準協会
※リーフレットのQRコードから全国の
実施機関が確認できます。
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2021年4月1日
職場における熱中症対策の強化等

４



熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

職場における
熱中症による死亡災害の傾向

・死亡災害が２年連続で30人レベル。

・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の

約５～６倍。

・死亡者の約７割は屋外作業であるため、

気候変動の影響により更なる増加の懸念。

ほとんどが

「初期症状の放置・対応の遅れ」

早急に求められる対策

「職場における熱中症予防基本対策要綱」

や「STOP! 熱中症クールワークキャン

ペーン実施要綱」で実施を求めている事項、

現場で効果を上げている対策を参考に、

現場において

死亡に至らせない（重篤化させない）

ための適切な対策の実施が必要。

熱中症死亡災害（R2-R5）の分析結果

初期症状の
放置・対応の遅れ

100件

その他
3件

100件の内容は以下のとおり

発見の遅れ

（１）

異常時の
対応の不備

（2）

重篤化した
状態で発見 医療機関に

搬送しない等
78件 41件
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★重要★ 熱中症対策の強化

・熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある

作業者を見つけた人がその内容を報告させるための体制

をあらかじめ会社ごとに整備し労働者への周知すること。

・①報告を受ける人、②報告する人の連絡先、③連絡方法

を決めること。

・周知方法は、掲示板への掲示、メール、文書の配布、朝

礼での口頭伝達等。必要に応じて複数の手段を組み合わ

せて使用すること。

１ 報告体制の整備と周知

●「WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で連

続１時間以上または１日４時間を超えて行われることが

見込まれる作業」が対象【業種や会社内外は関係なし】

・出張先、複数の場所で作業を行う場合、作業場所間の移

動、臨時作業も含まれます。

・原則、作業前に作業場所のWBGT値または気温の測定を

行ってください。

・作業に従事する人には同一の場所で作業する人がいれば

その作業者も含まれます。
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★重要★ 熱中症対策の強化

・①熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内

容、②①の実施に関する手順を決めること。

・作業手順の作成に当たっては、フロー図や別添のリーフ

レットを参考にしてください。作業場所と作業内容の実

態を踏まえて、会社独自の手順を定めることも可能です。

・会社の緊急連絡網、搬送先の病院の連絡先（住所を含

む。）を定めた場合は、併せて記載しましょう。

・身体の冷却方法の例

→作業着を脱がせて水を身体にかける、涼しい休憩所に避

難させること、ミストファンを当てること、アイスラ

リー（流動性の氷状飲料）を摂取させる等

・施行日：令和７年６月１日

・条文：労働安全衛生法第22条

（労働安全衛生規則第612条の２が新設）

●リーフレットに記載されている＃7119は秋田県内で

サービスを行っていません。【注意】

２ 作業手順の作成と周知

49



★重要★ 熱中症対策の強化

秋田労働局 熱中症

無料でダウンロードできて

すぐに使えるよ！
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン

職場における熱中症による死傷災害の発生状況（速報値）

• 令和７年の速報値では、全国で死亡災害を含む休業４日以上の熱中症による死傷者数は
1,681人で、うち死亡者は15人となっています。業種別でみると、製造業が337人、建設業
が278人の順で多くなっている。

• 死亡者数については、15人のうち建設業が５人と最も多く発生しており、次いで、警備業が
２人となっている。

• 熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかった事例や、糖尿病、高血圧症など
熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している者への配慮を行っていな
かった事例も見られた。 51



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

※JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握

STEP
1 暑さ指数の把握と評価

➢ ＷＢＧＴ値の把握：
・作業場所のWBGT値の把握と低減措置を図るため、
測定器を備え付けてリアルタイムに対応できるよう
にしましょう。

・環境省で作成している熱中症予防情報サイトも参考にしましょう。

例：ＷＢＧＴ指数計

※秋田県内の数値は実況推定値なので、
作業場の条件によって数値が異なる場合
があります。
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン

WBGT基準値とは

暑熱環境による熱ストレスの

評価を行う暑さ指数のこと

WBGT基準値の活用方法

右の表に基づいて

身体作業強度とWBGT基準値を比べる

・冷房等により当該作業場所の

WBGT基準値の低減を図ること。

・身体作業強度（代謝率レベル）

の低い作業に変更すること。

・WBGT基準値より低いWBGT値

である作業場所での作業に変更す

ること。

基準値を超える場合には

それでも基準値を超えてしまうときには STEP2以降の熱中症予防対策 を行う。

表 身体作業強度等に応じた WBGT 基準値 
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン

STEP
２ 測定した暑さ指数に応じて対策を徹底

➢ 暑さ指数の低減
・屋外の作業場は、直射日光を遮る遮蔽物（簡易な屋根等）、ミスト
シャワーなど（※湿度の上昇に注意）
・屋内の作業場は、冷房、スポットクーラーなど
➢ 休憩場所の整備
・冷房の設置、スポーツドリンク、塩飴等の備付けなど

※「見える」安全活動コンクールより抜粋 54



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

※クールベスト
（保冷剤式）

➢ 作業時間の短縮
・暑さ指数に応じて休憩時間を増やす、作業を一旦中止する

➢ 服装
・ファン付き作業服、ヘルメット、冷感グッズなど

※クールベスト
（冷水循環式）
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 暑熱順化への対応
・熱に慣らすため、7日以上（できれば2週間）かけて作業時間の調整

・暑熱順化トレーニング

※日常生活の中で無理のない
範囲で汗をかくようにする。

56



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 水分・塩分の摂取
・水分と塩分を定期的に摂取する（休憩時間
だけでなく、作業中も摂取するようにしましょう。

水分補給の注意点
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ プレクーリング
・作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減。
例：冷房が効いた部屋での朝礼、休憩時に冷たいおしぼ
り等で体を拭く、アイススラリーを飲む。

➢ 健康診断結果に基づく対応
・以下の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の
疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

➢ 日常の健康管理
・朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒は熱中
症の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に
確認する。

※プレクーリングイメージ
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 作業中の労働者の健康状態の確認
・巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を
組ませる等により単独作業を避け、労働者に
お互いの状態を確認させましょう
➢ 異常時の措置
・少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず
作業を中止し、病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）。
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 緊急連絡体制の整備
・体調不良者がでた場合の緊急連絡体制を整え、万が一に対応できる訓練を
しましょう。

熱中症応急手当カード
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＜参考＞熱中症予防のための資料
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2021年4月1日

酸素欠乏症・硫化水素中毒の
防止対策

５



下水道工事等における
  酸素欠乏症・硫化水素中毒の防止対策

（令和５年及び令和６年５月末）

酸素欠乏症・硫化水素中毒は、致死率が高く非常に危険ですが、

作業環境測定、換気、空気呼吸器等の呼吸用保護具の使用など

の措置を適正に実施すれば発生を防ぐことができます。

酸素欠乏空気・硫化水素の発生のおそれのある場所の確認と

災害防止のための措置・作業方法の点検を行いましょう。

酸素欠乏症
空気中の酸素濃度が低下することを酸素欠乏といい、酸素

欠乏状態の空気を吸入することで酸素欠乏症にかかります。
酸素欠乏症にかかると、めまいや意識喪失、さらには

死に至る場合があります。

硫化水素中毒
硫化水素は自然界の様々な状況で発生しています。

汚泥等の撹拌や化学反応等によっては急激に高濃度の
硫化水素ガスが空気中に発散されることもあります。
硫化水素ガスは、臭覚の麻痺や眼の損傷、呼吸障害、

肺水腫を引き起こし、死に至る場合もあります。

酸素濃度 症 状 等

21％ 通常の空気の状態

18％ 安全限界だが連続換気が必要

16％
12％
8％
6％

頭痛、吐き気
めまい、筋力低下
失神昏倒、７～８分以内に死亡
瞬時に昏倒、呼吸停止、死亡

硫化水素濃度 症 状 等

5ppm程度 不快臭

10ppm 許容濃度 (眼の粘膜の刺激下限界)

20ppm
350ppm
700ppm

気管支炎、肺炎、肺水腫
生命の危機
呼吸麻痺、昏倒、呼吸停止、死亡
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下水道工事等における
  酸素欠乏症・硫化水素中毒の防止対策
１．令和５年に発生した酸素欠乏症の事例（全国）

業種 発生月 被災者数 発 生 状 況

建設業 ６月 死亡２人 トイレの詰まりを直す作業を行っている 際に、トイレの配水管がある地
下ピットにつながるマンホールの蓋を開けたところ、 地下ピット内の酸素
欠乏空気にばく露したこ とで死亡したもの。 

製造業 10月 死亡１人 釜の内部の洗浄作業を行う際に、防護マ スクに酸素供給管をつなげると
ころを誤っ て窒素供給管へつなげ、当該マスク内に窒素が充満し、死亡し
たもの。 

清掃・
と畜業

10月 死亡１人 破砕された一般廃棄物のピット内に誤っ て物を落としてしまい、落とし
た物を拾うために、天井クレーンのバケットに機上し ピット内に降りたと
ころ、酸素欠乏空気にばく露したことで、死亡したもの。 

２．令和５年に発生した硫化水素中毒の事例（全国）

業種 発生月 被災者数 発 生 状 況

建設業 ４月 休業１人 温泉の給水タンク補修のためタンク内へ入ったところ、泉源から発生し
た硫化水素が排水管からタンクへ逆流し滞留していたため硫化水素にばく
露し、休業したもの。

清掃・
と畜業

５月 休業１人 深さ２メートルの浄化槽内部でカキ殻の交換作業を行っていたところ、
浄化槽内に空気を送り込むホースが外れており、硫化水素にばく露し、休
業したもの。

備考：「休業」は、休業４日以上のものである。 出所：厚生労働省資料 64



下水道工事等における
  酸素欠乏症・硫化水素中毒の防止対策

３．酸素欠乏危険作業主任者の選任と特別教育の実施

酸素欠乏危険作業主任
者（第二種酸素欠乏危険
作業(注)の場合は、「酸素欠乏・
硫化水素危険作業主任者」）を選任します。

酸素欠乏危険作業に係る業

務は、特別教育を受けた者が
行います。

特別教育の実施酸素欠乏危険作業主任
者の選任

（注）「第二種酸素欠乏危険作業」とは、労働安全衛生法施行令別表第６に掲げる「酸素欠乏危険場所」のうち、
令別表第６第３号の３、第９号又は第12号（同号に掲げる場所にあっては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水
素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。）における作業をいう。
【安衛施行令】 別表第６ 酸素欠乏危険場所 （抜粋）
第９号 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのある

タンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部

４．酸素欠乏等防止のための換気の実施

酸素欠乏危険作業を行うときは、爆発、酸化等の防
止のために換気することができない場合又は作業の性
質上換気することが著しく困難な場合を除き、換気し
て、その作業場所の酸素濃度を18％以上（第二種酸素
欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の
濃度18％以上、かつ、硫化水素の濃度を10ppm以
下。）に、保つようにしなければなりません。

可搬式送風機とフレキシブルダクト
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下水道工事等における
  酸素欠乏症・硫化水素中毒の防止対策

① 換気は酸素濃度（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、
酸素濃度及び硫化水素濃度）の測定前に行うこと。

② 換気及び濃度測定を行うときは、空気呼吸器等の保護具を使用して行うこと。
③ 送気式換気を行う場合には、送気用吸気口の付近には、発電機等

の排気ガスを発生させるものを置かないこと。
④ 排気用吸気口は、できるだけ排出したい空気に近づけること。
⑤ 排気式換気を行う場合には、排気管吐出口周辺には作業者を立ち入らせないこと。
⑥ 送排気式換気を行う場合には、吐出口と吸気口を離して、作業場

所を均一に換気できるようにすること。
⑦ 作業中は、換気装置の運転を停止しないこと。
⑧ ボンベからの圧縮酸素は、絶対に使用しないこと。

5．酸素欠乏等防止のための換気の注意点

換気は、作業主任者の指示により行いますが、作業者も基本的なことを理解しておく必要があります。

ガス濃度測定器

6．酸素濃度等の測定

① 外部からの測定を原則とし、身を乗り入れたりしないこと。
 ② 内部に立ち入って測定する場合には、空気呼吸器などを使用し、必要に応じて

墜落制止用器具（安全帯）を使用すること。
 ③ 測定者の監視人を配置すること。

作業主任者は、その日の作業を開始する前に、作業場の酸素濃度等を測定し
ます。また、休憩などですべての作業者が作業場を離れた後、再び作業を開始
する場合や、作業者の身体、換気装置等に異常があった場合にも測定する必要
があります。測定に当たっては、次のことに留意します。
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下水道工事等における
  酸素欠乏症・硫化水素中毒の防止対策

７．酸素欠乏症等の防止のための呼吸用保護具の使用

酸素欠乏危険場所で作業する場合、酸素の濃度測定（第二種酸素欠乏危険作業の場所にあっては、

酸素及び硫化水素の濃度測定）と換気を繰り返し、酸素濃度を18％以上（第二種酸素欠乏危険作業

の場合には、酸素濃度18％以上、かつ、硫化水素濃度10ppm以下）に保ち続けることが必要です。

 しかし、作業開始前の濃度測定や換気をすることが技術的に難しい場所での作業、また、事故の

場合に救出するときには、酸素欠乏症や硫化水素及び二次災害を防ぐため、呼吸用保護具の使用が

必要ですので、給気式の空気呼吸器やホースマスク等を使用してください。

酸素欠乏危険場所で使用できる
給気式呼吸用保護具の例

ホースマスク空気呼吸器
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＜参考＞「酸素欠乏症・硫化水素中毒」  防止対策
チェックリスト①

(１) 酸素欠乏危険場所の事前確認

タンク、マンホール、ピット、槽、井戸、たて坑などの内部が酸素欠乏危険場所に該当す

るか、作業中に酸素欠乏空気及び硫化水素の発生・漏洩・流入等のおそれはないか、酸素、

硫化水素の濃度測定等により事前に確認しているか。

ＹＥＳ ・ NO

(２) 立入禁止の表示

酸素欠乏危険場所に誤って立ち入ることのないように、その場所の入口などの見やすい場

所に表示しているか。

ＹＥＳ ・ NO

(３) 作業主任者の選任

酸素欠乏危険場所で作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者(第二種酸素欠乏危険作

業の場合は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)を選任し、作業指揮等決められた職務を

行わせているか。

ＹＥＳ ・ NO

(４) 特別教育の実施

酸素欠乏危険場所において作業に従事する者には、酸素欠乏症、硫化水素中毒の防止に関

することなどの特別教育を実施しているか。

ＹＥＳ ・ NO

(５)換気の実施

作業場所の酸素濃度が18％以上、硫化水素濃度が10ｐｐｍ以下に保たれるよう継続して

換気しているか。また、酸素欠乏空気、硫化水素の漏洩、流入がないようにしているか。

ＹＥＳ ・ NO
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＜参考＞「酸素欠乏症・硫化水素中毒」  防止対策
チェックリスト②

(６) 測定の実施

その日の作業を開始する前に、測定者の安全を確保するための措置を講じたうえで、酸素

濃度、硫化水素濃度の測定を行っているか。

ＹＥＳ ・ NO

(７) 保護具の使用

換気できないとき又は換気しても酸素欠乏のおそれがある場所では、指定防護係数が

1,000以上の全面形面体を有する、循環式呼吸器、空気呼吸器、エアラインマスク及びホー

スマスクの中から有効なものを選択して、着用させているか。(空気中の硫化水素の濃度が10

ｐｐｍを超える状態においても、同様の取扱いとしているか。) なお、保護具は同時に作業す

る作業者の人数と同数以上を備えているか。

また、墜落のおそれのある場合には、墜落制止用器具(安全帯)を使用させているか。

ＹＥＳ ・ NO

(８) 二次災害の防止

酸素欠乏等が発生した際、救助者には必ず空気呼吸器等又は送気マスクを使用させること

にしているか。墜落のおそれのある場合には、墜落制止用器具(安全帯)を使用させることに

しているか。

また、救助活動は単独行動をとらず、救助者と同じ装備をした監視者を配置することにし

ているか。

ＹＥＳ ・ NO
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2021年4月1日

はしご・脚立からの墜落・転落防止

６



はしごを使う前に／脚立を使う前に

脚立移動はしご

□身体のバランスを崩しやすい脚立の使い方をしないこと。
→荷物を持っての昇降、またがって使用、天板に乗る、
身体を乗り出す等

□「墜落時保護用」のヘルメットを着用すること。
□「閉じ止め金具（脚立の脚が不意に開閉することを防止
するための金具）」を必ず使用すること。

足元の高さが２ｍ以上の箇所で作業する場合、墜落の
危険性が相対的に低いローリングタワー（移動式足場）、
可搬式作業台、手すり付き脚立、高所作業車などに変更
できないか事前に検討をお願いします。
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保護帽（ヘルメット）の着用

要チェック！
ヘルメット内側に貼られて
いる「国家検定合格標章」
等に用途が書かれていま
す！

  参考
あごヒモと耳ヒモの接続
部分を留め具等で固定す
ると、墜落時の衝撃でヘ
ルメットが着脱しにくく
なります！

ヘルメットの
着用ポイント

特に  と  を忘れずに！
(死亡災害時によく見られた、
 忘れやすいポイントです)
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